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◎読んだらすぐ隣へ回しましょう    

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【№】 

１ 

 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

５ 

５ 

６ 

 

７ 

７ 

【内   容】 

◆「サンバカーニバル」参加団体を募集します 

◆「フリーマーケット」参加者を募集します 

◆「キッズダンスフェスタ」参加団体を募集します 

◆成人式の実行委員を募集しています 

◆文化の祭典「童謡まつり」の参加者を募集します 

◆町コミュニティバス「くいまーる」運転士を募集します 

◆【急募】介護支援専門員（ケアマネジャー）を募集します 

◆学校給食会職員採用試験を実施します 

◆「市民のための健康講座」を開催します 

◆性暴力被害者支援センター「さぽーとねっと宮崎」を開設しました 

◆１０月１日から７日までは「全国労働衛生週間」です 

◆無料体力テストであなたのカラダ年齢を測ってみましょう 

◆国民年金基金に加入しましょう 

◆Ｂ型肺炎ワクチンの定期接種を受けましょう 

【分 類】 

① 募 集 

 

 

 

 

 

 

 

③ 講座・教室 

④ お知らせ 

 

 

 

⑤保健と福祉 

（子ども） 

⑥保健と福祉 

（一 般） 

 

 

 

 

⑦保健と福祉 

（高齢者） 

 

⑨相 談 

 

８ 

 

９  

 

１０ 

１１ 

 

 

１２ 

◆「依存症家族教室」を実施します 

◆精神保健に関する相談を行っています 

◆９月は献血バスによる献血を実施します 

◆「都城・小林地区障害者ふれあい合同面接会」を開催します 

◆９月１０日～１６日は自殺予防習慣です 

◆厚生労働省シニアワークプログラム「ビル清掃スタッフ講習」の 

受講者を募集します 

◆「秋の臨時福祉給付金」を支給します 

◆「人権相談」を実施します 

◆「おもちゃ病院三股」を開設します 

◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 

【分 類】 【№】 【内   容】 



 №１

                

 
 
◆「サンバカーニバル」参加団体を募集します 
 
毎年恒例の三股町ふるさとまつりの「サンバカーニバル」に参加してみませ

んか。皆さんの参加をお待ちしています。 

 

■日  時・・・１１月１２日（土） 正午 ～ 午後１時３０分（予定） 

■内  容・・・サンバ調三股ばやしの音楽に合わせてステージで踊りま 

す。振り付けは自由です。趣向を凝らしてご参加くださ 

い。音源のＣＤは貸し出しができます。※ステージでの 

演技のみです。 

■参加資格・・・保育園・幼稚園・学校・職場・家族・民主団体、スポーツ

クラブ、地区など１０人以上であればどんな団体でも参加

できます。※ ただし町内の団体に限ります。 

■参 加 賞・・・１団体につき １５人以上…１万５千円 

               １０人以上１５人未満…１万円 

■申込期限・・・９月２６日（月）まで 

        ※先着順、２５団体までとします。 

 

◆「フリーマーケット」参加者を募集します 
 
■日  時・・・１１月１２日（土） 正午～午後５時 

        １１月１３日（日） 午前９時～午後５時 

■場  所・・・ふるさとまつり会場内（『元気の杜』芝生広場内）※予定 

■申込受付・・・９月８日（木）から９月２６日（月）まで 

       ※小間数に限りがありますので早めに申し込みください。 

        ※町外者の申し込みは９月１５日（木）から受け付けます。  

■小 間 料・・・会場使用料として受付時に１区画当たり１日５００円。 

※ 未成年者の出店は、保護者の同意が必要です。 

※ 前金でお願いします。 

※ 出品物には条件があります。 

※ 小間の申し込み数は両日１区画を原則とします。 

※  

 
 
◆「キッズダンスフェスタ」参加団体を募集します 
 
ダンスに真剣に取り組んでいる小学生・中学生・高校生の皆さん。 

日ごろの練習の成果を披露してみませんか。ふるさとまつりのステージで若

いエネルギーを爆発させてください！希望する団体は、同実行委員会までお

申し込みください。 

 

■日  時・・・１１月１２日（土）午後 (時間は未定) 

■参加資格・・・出演者の中に町内在住のメンバーがいること。 

■演技時間・・・演技時間は３分程度とします。 

※インタビュー・入退場を含め５分程度 

■選考方法・・・先着１０組までとします。ただし、参加希望団体が多いと

きは、同じ団体・教室から複数のグループの参加は制限す

ることがありますので、あらかじめご了承ください。 

■参 加 費・・・無 料 

■申込期限・・・９月２６日（月）まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※申し込み・お問い合わせは、 

ふるさとまつり実行委員会事務局（産業振興課商工観光係内・３階 12 番窓口）

☎：５２―９０８５（直通）にお願いします 

① 募 集 



 №２

 
◆ 成人式の実行委員を募集しています 

 

 町では、平成２９年１月５日（木）実施予定の成人式の企画・運営を行う

実行委員を募集しています。自分たちの手で心に残る成人式を作ってみませ

んか。 

 性別は問いません。やる気のある皆さんの応募をお待ちしています。 

 

■平成２９年三股町成人式実行委員募集内容 

募 集 人 数 １０人程度 

年  齢 
平成２９年４月１日までに２０歳になる人と１９歳に

なる人 

内  容 

①１０月から夜間に数回集まり、成人式の企画・運営

などについて話し合います（会議の日は実行委員の

都合を考慮して行います） 

②参加者の中心となって、当日の式典運営を行います 

募 集 締 切 ９月８日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

教育課 生涯学習係 

☎：５２－９３１１（直通）にお願いします。 

 

 

 ◆ 文化の祭典「童謡まつり」の参加者を募集します 
 

来年２月１１日（土）に開催される「三股町文化の祭典」の第１部「童謡

まつり」で、童謡または唱歌を歌う参加者を募集します。「歌いたい」と思う

気持ちがあれば、誰でも参加できます。年齢・性別は問いません。気軽にお

申し込みください。 

 

■申込期限・・・９月１５日（木）（ファクス・郵送可） 

        ※先着順となります。早めにお申し込みください。 

■参加条件 

 

 【定員】２０組 

  ① ２人以上での合唱 

  ② 曲は童謡または唱歌（※カラオケ不可） 

  ③ 出演時間を厳守できる人 

  ④ １月下旬の個別リハーサルと２月上旬の全体リハーサルに確実に 

参加できる人 

 

※出演時間、リハーサル・本番の日程などは、１０月中に連絡します。 

 

その他、ご不明な点などありましたら、気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

町立文化会館 

☎：５１－３４６２ ファクス：５１－３５６１ にお願いします。    
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◆ 町コミュニティバス「くいまーる」運転士を募集します 
 

業 務 内 容 コミュニティバス運転士 

募 集 人 員 若干名 

応 募 条 件 

年齢６０歳まで 

◯大型２種免許または大型免許取得者 

※大型免許取得者は採用後に講習の受講が必要です。 

※過去１年間に免許停止処分を受けていない人 

雇 用 期 間 
平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 

※勤務状況により更新あり（最大６５歳まで） 

勤 務 地 町コミュニティバス事務所および町内 

勤 務 時 間 
交代制勤務（午前６時～午後８時３０分の間） 

※勤務日により時間に変動あり 

賃 金 時給１,０５０円 ※賞与・交通費支給なし 

福 利 厚 生 雇用保険、労災保険あり 

必 要 書 類 

①履歴書 ②運転免許証のコピー  

③過去５年分の運転記録証明書（運転免許センターで 

発行） 

※郵送申込可 

申 込 先 

〒８８９－１９９５ 

三股町五本松１番地１ 

三股町総務課行政係 

※受付時間 土曜・日曜・祝日を除く平日 

申 込 締 切 １０月３１日（月） 

選 考 方 法 書類審査・面接 

 

 

※お問い合わせは、 

総務課行政係 ☎：５２－１１１２（直通）にお願いします。 

 

◆【急募】介護支援専門員（ケアマネジャー）を募集します 
 

  町地域包括支援センターでは、介護支援専門員（ケアマネジャー）を募集

しています。 

 主な業務内容は、要支援の認定を受けた人に対するケアプラン作成です。 

 希望する人は、福祉課地域包括支援センターまで連絡をお願いします。 

 

 

勤 務 時 間 月曜日～金曜日 
午前８時３０分～ 

午後５時 

休  日 土曜・日曜・祝日 

募 集 人 員 １人 

応 募 条 件 

介護支援専門員（ケアマネジャー）有資格者 

※介護支援専門員証の有効期限が切れていない

人に限る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

福祉課 三股町地域包括支援センター（１階 ⑥番窓口） 

☎：５２－９０６３（直通）にお願いします。 
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◆◆◆◆    町町町町学校給食会職員採用試験を実施します 
 
 町学校給食会（給食センター）職員採用試験を次のとおり実施します。 
 
■試験期日   
   第１次試験  １０月１６日(日) 午前 ８時３０分受付 

午前 ９時開始 
第２次試験  １１月２０日(日) 午前 ９時３０分受付 

午前１０時開始 
■試験会場 
   町総合福祉センター 「元気の杜」 

三股町大字樺山３３８４番地２  ☎：５２－１２４６  
■試験内容 
   第１次試験 

ア.教養試験……一般的知識・知能についての多枝選択式 
イ.作文試験……課題は当日発表します。 
ウ.面接試験……簡易面接（履歴などの確認） 

      ＊試験中に携帯電話を時計代わりに使用することはできません。 
第２次試験 
ア.面接試験   
イ.健康診断……第１次試験合格者は健康診断書の提出が必要です。 

（費用は自己負担） 
■採用職種、採用予定人員および職務の内容 

職職職職            種種種種    採用人員採用人員採用人員採用人員    職職職職    務務務務    のののの    内内内内    容容容容    

調理従事 員 １人 学校給食調理に従事 

給食会事務員 １人 学校給食会事務に従事 

 
■受験資格（学歴は問いません） 
   昭和６１年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた人。 
＊調理従事員は調理師免許の資格取得者（調理師免許取得見込み者を含
む）に限ります。 

■欠格事項 
    次のうちいずれか一つに該当する人は受験できません。 

ア.日本国籍がない人 
イ.成年被後見人または被保佐人（準禁治産者を含む） 
ウ.禁

き ん

錮
こ

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を 
受けることがなくなるまでの人 

エ.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはそのもとに成 
立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を
結成し、またはこれに加入した人 

 
 

 
■試験結果の発表 

第１次試験……１１月上旬に町役場前掲示板に掲示するほか、本人に通
知します。 

第２次試験……１１月下旬に町役場前掲示板に掲示するほか、本人に通 
知します。 

■受験手続き 
   ①受験申込用紙の請求など 
     ア．受験申込用紙の交付場所……町立学校給食センター 
     イ．郵便による受験申込用紙の請求方法…… 
         町立学校給食センター宛の封筒の表に「受験申込書請求」と

朱書して、１４０円切手を貼った宛先(受験者)明記の返信用封
筒（Ａ４判が入る大きさ）を同封のうえ請求してください。 

   ②受験の申し込みなど 
ア．受験申込先……〒889-1901 三股町大字樺山２０４６番地１ 

三股町立学校給食センター 
イ．申し込み手続き……所定の受験申込書に必要事項を記入し、最

近６カ月以内に撮影した写真を貼り、受験票
となる返信用はがきに宛先（受験者）を明記
して５２円切手を貼って提出してください。 

＊写真の貼っていないものは受け付けられない場合があります。 
■受験申込書の受付期間 
    ９月５日（月）から９月２３日（金）までの土曜日・日曜日・祝日を除

く午前８時３０分から午後５時まで受け付けます。 
    郵送での申し込みは、９月２３日（金）消印のあるものまでを有効とし

ます。 
■受験票の交付 
    受験資格審査の結果、申込書を受理したときは、受験票を郵送します。 
    １０月１１日（火）までに受験票が到着しないときは、お問い合わせく

ださい。 
■給与・勤務条件など 

①給与……三股町学校給食会規程に基づいて給料が支給されるほか、期 
末勤勉手当、通勤手当、扶養手当などが支給されます。 

②勤務条件・休暇など……勤務時間は１日７時間４５分とし、原則とし 
て土曜・日曜・祝日は休みとなっています。休
暇には、年次休暇の他に療養・特別休暇などが
あります。 

 
 
※お問い合わせは、 
  町立学校給食センター☎：５２－４６１０ 
 にお願いします。 
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◆ 「市民のための健康講座」を開催します 

 

都城医療センターでは、三股・都城地域の皆さんの健康維持・増進のため

に健康講座を開催しています。 

誰でも参加できますので、ご近所お誘い合わせのうえ、ご参加ください。 

 

日 時 ９月２９日（木） 午後２時～３時 

場 所 都城医療センター・教育研修棟 

内 容 

テーマ 

「炎症性腸疾患について～知っておきたい予防と対策～」 

  講師：藤原利成 先生 

参 加 費 無料 

 

 

 

※お申し込み・問い合わせは、 

都城医療センター ☎：２３－４１１１ にお願いします。 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
◆ 性暴力被害者支援センター 

「さぽーとねっと宮崎」を開設しました 
 

県では、性暴力被害者やその家族などが、安心して相談し、必要な支援を
受けることができるよう、電話・面接相談、医療、カウンセリングなどの総
合的支援を１カ所で受けられる、性暴力被害者支援センター「さぽーとねっ
と宮崎」を開設しました。 

 

あなたが性暴力被害に遭ったとき・・・ 
相手がよく知っている人でも、知らない人でも、望まない性的行為は性暴力
です。 
いずれも、人の尊厳を傷つける許されない行為です。 
被害に遭ってどうしたらいいのか分からない。誰にも相談できない。 
そのようなときは、一人で悩まず、相談してください。 
 

 
 
 
 
 

・女性相談員があなたの話をお聴きします。 

・相談内容の秘密は守られます。 

 
■電話相談・・・月曜～金曜 午前１０時～午後４時（祝日、年末年始を除く） 

        ※まずは電話でご相談ください。 

 

■面接相談・・・月曜～金曜 午前１０時～午後４時（祝日、年末年始を除く） 

 

■専門機関の支援・・・◎診察（産婦人科）やカウンセリング（臨床心理士）法律

相談（弁護士）などが必要なときにはそれぞれ専門機関

を紹介します。 

◎費用については助成制度を利用できる場合があります。     

（詳しくはご相談ください） 

 

■付き添い支援・・・病院や警察など関係機関への付き添いを行います。 

 
 

 

※お問い合わせは、 
さぽーとねっと宮崎 ☎：０９８５‐３８‐８３００ にお願いします。 

 

③ 講座・教室 ④ お知らせ 
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◆ １０月１日から７日までは「全国労働衛生週間」です 

 

「健康職場 つくる まもるは みんなが主役」 

全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生

に関する国民の意識を高めるとともに、職場での自主的な活動を促して労働

者の健康を確保することなどを目的に昭和２５年から毎年実施しているもの

で、今年で６７回目になります。 

 県内では、一般定期健康診断の結果、脳・心臓疾患につながる症状がある

労働者の割合が５２.６％と高水準で推移しており、職場でのメンタルヘルス

不調なども重要な課題となっています。 

労働者の健康確保を図るため、職場の管理者が労働衛生管理活動を積極的

に推進するとともに働く人自らが健康状況の把握と改善に努めることが重要

です。 

 

“職場環境を見直し、労働者の心と体の健康を守りましょう” 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、      

産業振興課 商工観光係（３階 ⑫番窓口） 

☎：５２-９０８４（直通）にお願いします。 

 

◆ 無料体力テストであなたのカラダ年齢を 
測ってみましょう 
         

 毎年好評の体力テストを実施します。 

この体力テストは、国の基準に基づき、自分の体力年齢を計ることができ

ます。 

ぜひ、この機会にあなたの体力を数字でチェックし、今後の健康・

体力づくりの参考にしてみてはいかが

でしょうか。  

 

また、体力テスト終了後にまた、体力テスト終了後にまた、体力テスト終了後にまた、体力テスト終了後に  

卓球交流会を開催します。卓球交流会を開催します。卓球交流会を開催します。卓球交流会を開催します。  

体育の日に楽しく汗を流しませんか。体育の日に楽しく汗を流しませんか。体育の日に楽しく汗を流しませんか。体育の日に楽しく汗を流しませんか。  

  

日  時 

１０月１０日（月・祝）体育の日 

受付時間   午前８時３０分～ 

体力テスト  午前９時～１０時 

卓球交流会  午前１０時～午後５時 

場  所 町西部地区体育館 

内  容 
握力・上体起こし・長座体前屈・反復横跳び 

急歩・立ち幅跳び・２０㍍シャトルラン  など 

募 集 人 員 
７０人 （定員になり次第締め切ります） 

※２０歳以上を対象とします。 

申 込 方 法 

中央公民館 スポーツ振興係窓口 

電話：５２－９３１２（直通） 

メール：sports@town.mimata.miyazaki.jp 

申 込 期 限 １０月３日（月） 

 

 

※お申し込み・お問い合わせ 

教育課 スポーツ振興係 

☎：５２－９３１２（直通）にお願いします。 

 



 №７

 
◆ 国民年金基金に加入しましょう 
 

国民年金基金に加入すると、税金の優遇を受けながら掛金を積み立て、厚

生年金並の年金を受けることができる公的な年金です。 

 

 

加入できる人は？ 

■２０歳から６０歳未満の第 1号被保険者の人（国民年金保険料免除者など

を除く） 

■６０歳から６５歳未満で国民年金に任意加入の人 

 

 

その特徴は？ 

①節税ができます。 

掛け金は全額社会保険料控除の対象になり、所得税・住民税が軽減され

ます。 

受け取る年金は「公的年金等控除」の対象になります。遺族一時金は非

課税です。 

②年金は終身受け取り 

終身年金が基本です。万一のときは、ご遺族に一時金が支払われます。 

③掛け金は定額 

加入時の年齢で、掛金が決まり、満了まで変わることはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

宮崎県国民年金基金 

☎：０１２０－６５－４１９２（フリーダイヤル） 

にお願いします。 

 

◆ Ｂ型肺炎ワクチンの定期接種を受けましょう 
 

１０月１日から、Ｂ型肝炎ワクチンの予防接種が定期予防接種になります。

定期予防接種は、それぞれ対象年齢や接種期間が定められています。対象年

齢を外れることのないように接種期間に注意しましょう。 

 

開始日開始日開始日開始日:１０月１日（土）から 

    （平成２８年４月１日以降に生まれた子どもが対象です） 

 

【対象年齢・料金・接種方法】 

   定期予防接種 Ｂ型肝炎ワクチン 

対 象 者 平成２８年４月１日以降に生まれた子ども 

接 種 期 間 １歳未満（１歳の誕生日の前日）までに３回の接種

を終了する 

料  金 無料 

標 準 的 な 

回 数 と 間 隔 

３回の接種をします 

１回目の接種：生後２カ月以降 

２回目の接種：１回目の接種から２７日以上の間

隔を空ける 

３回目の接種：１回目の接種から約１４０日以上

の間隔を空ける 

接 種 方 法 

医療機関での個別接種になります 

（医療機関は、現在調整中のため、後日回覧に載せ

ます） 

母子健康手帳を持っていきましょう 

接種間隔の例 

４月１日生まれの子どもの場合４月１日生まれの子どもの場合４月１日生まれの子どもの場合４月１日生まれの子どもの場合    

１回目の接種:１０月 １日（土） 

２回目の接種:１０月２９日（土） 

３回目の接種:  ２月１８日（土） 

３回目の接種期限が３月３１日（誕生日の前日）の

ため、１回目の接種は１１月１１日までに接種を開

始しなければならないスケジュールになります。 

 

※任意接種ですでに接種した子どもは、必要な回数である３回の接種回数が

不足している場合は、残りの回数を受けてください。 

  

※お問い合わせは、 

町健康管理センター ☎：５２－８４８１にお願いします。 

⑤ 保健と福祉（子ども） 



 №８

 
◆ 「依存症家族教室」を実施します 
 

  ストレス社会の中で、自分の抱える問題やつらい現実から逃れるために、薬物、

アルコール、ギャンブルなどに依存し、コントロールを失ってしまう行動習慣。

それらを総称して「アディクション」アディクション」アディクション」アディクション」((((嗜癖嗜癖嗜癖嗜癖
し へ き

行動、しがみつき行動、しがみつき行動、しがみつき行動、しがみつき))))といいます。 

  依存症の周囲にいる人たちは、「自分の関わりが悪かったから・・・」と罪悪感

を持ったり、「本人の人格の問題だ」と怒りをため込んだりしている場合がありま

す。「依存症」という病気に対する正確な知識を得て、家族としての適切な対処方

法を学んだり、家族同士が支え合う場を提供します。  

 

対 象 者 宮崎県内在住で、依存症関連問題で悩んでいるご家族とその支援者 

プログラム 

日日日日    程程程程    時時時時    間間間間    テーマテーマテーマテーマ    講講講講    師師師師    

１０月 ６日 

（木） 午後 

２時３０分 

～ 

３時３０分 

依存症の理解 精神科医師 

１１月１７日 

（木） 

さまざまな場面

と対応 

精神保健福祉士 

センター職員など 

１２月 １日 

（木） 
家族の回復 自助グループ当事者 

・参加人数により、テーマや講師などは変更される場合があります。 

・３回シリーズですが、どの回から参加されても構いません。 

費  用 無料 

申 し 込 み 

教室は予約制です。匿名での参加が可能ですが、人数把握のため、参

加を希望する人はご連絡ください。 

※依存症当事者の参加はご遠慮ください。 

場  所 
県総合保健センター ５階 視聴覚室  

（宮崎市霧島１－１－２） 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

県精神保健福祉センタ－(県総合保健センター ４階) 

☎：０９８５－２７－５６６３  

ファクス：０９８５－２７－５２７６  にお願いします。 

 
◆ 精神保健に関する相談を行っています 

 

県では、さまざまな精神保健に関する相談を行っています。 

一人で悩まないで、誰かに話してみませんか。 

宮崎県精神保健

福祉センター 

精神科医による

診療相談 
予約受付電話 ０９８５－２７－５６６３ 

ストレス専門 

診療相談 

毎月第２・４月曜日 

第３木曜日 
午後２時～４時（要予約） 

メンタルヘルスに関することやストレス、うつ病などで

悩む本人や家族などの個別相談に精神科医が応じます。 

一般診療相談 

毎月第１・３水曜日 午後２時～４時（要予約） 

精神科の病気、心の健康に関する問題など精神保健一般

について精神科医が相談に応じます。 

薬物関連 

診療相談 

毎月第１木曜日 

第３月曜日 
午後２時～４時（要予約） 

薬物やアルコール、ギャンブルなどの問題に悩む本人や

家族などの個別相談に専門の精神科医が応じます。 

思春期精神保健 

診療相談 

毎月２回（不定期） 午後２時～４時（要予約） 

思春期の精神的な不調に悩む本人や家族などの個別相談

に専門の精神科医が応じます。 

電 話 相 談 

こころの電話 相談専用電話 ０９８５－３２－５５６６ 

月～金曜日(祝日・１２月２９日(木)～平成２９年１月３日(火)を除く) 

午前９時～午後７時 

特定の相談に限定することなく、さまざまな悩みを幅広くお受けします。 

今のつらい気持ちをただ聴いてもらいたい人も気軽にお電話ください。 

相談窓口情報 

サ イ ト 

宮崎こころ 

青Ｔネット 

アドレス  http://www.m-aot.net 

さまざまな悩みや心配事、心の病気などを抱えている人

のために、相談窓口情報や生きがいづくりの場などを案

内する宮崎県民向け情報サイトです。 

宮崎こころの 

保健室 

アドレス  http://www.miyakoro.com 

若者向け「こころの健康応援」特設サイト。思春期によ

く見られる心の不調に関する情報、ストレス対処法のチ

ェックリストやメール相談の窓口もあります。 

 

※お問い合わせは、県精神保健福祉センター（県総合保健センター ４階） 

☎：０９８５－２７－５６６３  ファクス：０９８５－２７－５２７６   

にお願いします。 

 

⑥ 保健と福祉（一般） 
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◆ 9 月は献血バスによる献血を実施します 

 

安全な血液製剤の安定した供給のために皆さんの献血への 

ご協力をお願いします。 

   

 

※当日の状況によって、やむを得ず予定時間が変更となる場合があります。 

 

検査後、血液型（Ｒｈ±を含む）や健康管理の目安となる検査数値を希望

者に通知しています。健康管理にお役立てください。 

 

●４００㍉㍑献血にご協力ください● 
 

・ 男性１７～６９歳、女性１８～６９歳 

・ 体重５０㌔㌘以上の体調の良い人など 

・ ただし、６５歳以上の人は６０～６４歳までに献血経験のある人に 

限られます。その他、当日の問診により献血できない場合があります。 

 

前回６月２４日(金)に町役場で献血に協力していただいた人数は次のとお

りです。 

  

献血の申し込みをした人      ６０人 

４００ml 献血した人 ５５人 

献血ができなかった人(比重不足など) ５人 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

町健康管理センター ☎：５２－８４８１ にお願いします。 

 

◆ 「都城・小林地区障害者ふれあい合同面接会」を 
開催します 

 
障害がある人で求職している人を対象に、事務所と求職者が一堂に会して

個別に面接を行う「ふれあい合同面接会」を下記のとおり開催します。 

ぜひご参加ください。 

 

日  時 
１０月７日（金） 

午後１時３０分～４時（受付は午後１時～） 

会  場 
ホテル中山荘 

都城市松元町３－２０ ☎２３－３６６６ 

参加見込みの

企 業 

約２５社程度 

（都城地区２０社・小林地区５社程度） 

必 要 書 類 

①障害を確認できるもの（障害者手帳など） 

②写真を貼った履歴書とそのコピー（必要数）をお持ち

になり、直接会場にお越しください。 

 

 

※お問い合わせは、 

 ハローワーク都城 障害者担当 

 ☎：２２－１７４５「４３＃」にお願いします。 

  

※電話をかけると音声ガイダンスが流れます。その後、案内に従って 

「４３＃」をダイヤルすると担当につながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 日 ９月２７日（火） 

時 間 
午前９時３０分～午後４時 

(休憩 正午～午後１時３０分) 

場 所 
町役場  

（１階ロビーで受付した後、献血車内で行います） 
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◆ ９月１０日～１６日は自殺予防週間です 
～一人で悩まないで！誰かに話してみませんか？～ 

 
■あなたもゲートキーパー 

  ゲートキーパーは、悩んでいる人に声を掛け、話を聴いて、必要な支援につな

げ、見守る人のことです。 

 

■周りの人の悩みに気づき、耳を傾ける 

  家族や仲間の変化に敏感になりましょう。じっくりと話を聴く場をもち、相手

の気持ちを尊重して共感しましょう。 

 

■早めに専門家に相談するように促す 

  心の病気の兆候があれば、本人に理解のある家族やキーパーソンと連携して専

門家につなぎましょう。 

 

■温かく寄り添いながらじっくりと見守る 

  自然に応対するとともに、体や心の健康状態について配慮し、優しく見守りま

しょう。必要に応じて主治医に情報を提供しましょう。 

 

■自殺者の推移 

  全国の自殺による死亡者は年間約 

２万３千人で減少傾向を示していま 

すが、他の先進国と比べると高い状 

態にあります。 

県内でも減少傾向にあり、ピーク 

時と比べ３５％減少していますが、 

自殺率はワースト３自殺率はワースト３自殺率はワースト３自殺率はワースト３位位位位((((平成２６平成２６平成２６平成２６・・・・    

２７２７２７２７年年年年))))、九州内で、九州内で、九州内で、九州内では１位は１位は１位は１位を継続しています。 

 

■「働きざかりの世代」の自殺が多い 

自殺が最も多い年代は、「最も多い年代は、「最も多い年代は、「最も多い年代は、「６０６０６０６０代」代」代」代」    

です。男女別では、「６０代以上が多 

い」は共通していますが、、、、男性では男性では男性では男性では、、、、    

「３０「３０「３０「３０代代代代」」」」「「「「４０代４０代４０代４０代」」」」のののの若い若い若い若い働き盛り働き盛り働き盛り働き盛り    

世代世代世代世代でもでもでもでも多く多く多く多くなっています。    

  原因別では、「健康問題」が最も多        

く、それに次いで「経済・生活問題」 

「家庭問題」「勤務問題」「男女問題」 

などが多くなっています。 

 

■自殺する人のほとんどは、「心の病」にかかっている 

自殺したときに何らかの心の病心の病心の病心の病をををを患っていた人は、患っていた人は、患っていた人は、患っていた人は、９９９９割割割割に上るといわれます。 

心身の状態を健康に保ち、心の病と上手に付き合っていくことが自殺予防に

おいては重要です。 

【自殺につながりやすい心の病気】 

・うつ・うつ・うつ・うつ病病病病…………ストレスなどで脳がうまく働かず、ものの見方が否定的にな

り、普段なら乗り越えられるストレスも、よりつらく感じてし

まう。自殺の原因で最も多い。 

・双極性障害・双極性障害・双極性障害・双極性障害……躁状態とうつ状態をくりかえす病気です。現実離れした行動

をとりがちで、周りの人を傷つけたり、無謀な買い物や計画な

どを実行したりします。 

・統合・統合・統合・統合失調症失調症失調症失調症……こころや考えがまとまりづらくなってしまいます。幻覚や妄

想が主症状です。 

・物質・物質・物質・物質依存依存依存依存………アルコールや薬物などに異常なほど執着し、やめたくてもや

められないなどコントロールが出来ない状態に陥る。 

 

■自殺に傾いている人は、サインを発している。 

  自殺に傾く人は、うつ病などの兆候や、「消えてしまいたい」「楽になってしま

いたい」という発言があったり、生活の様子が大きく変わったりします。 

   

 

１８歳以下の自殺者において、過去約４０年間の日別自殺者数をみると、夏休み

明けの９月１日に最も自殺者数が多くなっているほか、春休みやゴールデンウィー

クなどの連休など、学校の長期休業明け直後に自殺者が増える傾向があることがわ

かる。 

学校の長期休業の休み明けの直後は、児童生徒にとって生活環境等が大きくかわ

る契機になりやすく、大きなプレッシャーや精神的動揺が生じやすいと考えられる。

このような時期に着目し、彼らの変化を把握し、学校や地域、あるいは家庭におい

て、児童生徒への見守りの強化や、児童生徒向けの相談や講演等の対応を集中的に

行うことは効果的であろう。 

 

 

 

※お問い合わせは、 

 福祉課 社会福祉係（１階 ⑥番窓口） 

 ☎：５２－９０６１（直通） 

または、町消費・福祉生活センター☎：５２－０９９９ 

にお願いします。    

影響を受ける人 50

自殺未遂者 10

自殺
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◆ 厚生労働省シニアワークプログラム 
「ビル清掃スタッフ講習」の受講者を募集します 

 

 ハローワークに求職登録をしている人で、５５歳以上のシニア世代を対象

に技能講習を行います。受講料は無料ですので、ぜひご参加ください。 

 

講 習 名 ビル清掃スタッフ講習 

内  容 

清掃の基本作業を中心に機械器具（ポリッシャー、真空

掃除機）の取り扱い、洗剤の使い方などを学びます。実

技の時間を多く取り、企業や施設で即戦力として働ける

よう技術を習得します。 

講習期間 
１０月１２日（水）～１０月２１日（金） 

【土曜・日曜を除く８日間】 

締 切 日 ９月２８日（水）必着 

募集人員 １０人 

実施場所 
南九州大学都城キャンパス 

（都城市立野町３７６４－１） 

  

■申込方法： 

ハローワーク都城、町シルバー人材センター、都城市シルバー人材セン

ターに置いてある申込書を県シルバー人材センター連合会宛てに郵送また

はファクスでお申し込みください。締め切り後、受講者選考を行います。 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

公益社団法人 宮崎県シルバー人材センター連合会 

〒８８０－０８６７ 宮崎市瀬頭２丁目６番１４号 

☎：０９８５－３１－３７７５ ファクス：０９８５－３１－３７７６ 

にお願いします。 

◆ 「秋の臨時福祉給付金」を支給します 
    

支給対象になる可能性がある人には、９月上旬に申請書などを送付します。支給対象になる可能性がある人には、９月上旬に申請書などを送付します。支給対象になる可能性がある人には、９月上旬に申請書などを送付します。支給対象になる可能性がある人には、９月上旬に申請書などを送付します。    

臨時福祉給付金は、平成２６年４月実施の消費税率引き上げに伴う所得

の少ない人への影響を緩和するためおよび一億総活躍社会の実現に向け、

賃金引き上げの恩恵が及びにくい所得の少ない年金受給者を支援するため

に給付金を支給するものです。 

 

■支給対象者 

以下を全て満たす人が対象です。 

・平成２８年１月１日、町内に住民登録している人 

・平成２８年度住民税が非課税の人 

・平成２８年度住民税の課税者に扶養されていない人 

・生活保護を受給していない人 

 

■支給額 

１人につき３,０００円 

 

■受付期間  

９月５日（月）～１２月２２日（木） 

※申請書などが届いてから手続きをしてください。 

 

■受付方法  

・返信用封筒での郵便申請 

・役場臨時福祉給付金業務室での窓口申請 

 

■加算  

・支給対象者のうち、厚生労働省が指定する障害基礎年金や遺族基礎

年金などを受給している人には加算があります。ただし、５月から受

付をしている高齢者向け給付金を受給した人は除きます。 

・１人につき３万円 

 

 

※お問い合わせは、町役場 臨時福祉給付金業務室  

☎：５２－１１１５、５２－１１１６（直通） 

 または、厚生労働省給付金専用ダイヤル ☎：０５７０－０３７－１９２ 

 にお願いします。 

⑦ 保健と福祉（高齢者） 
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◆「人権相談」を実施します 
 

いじめ・虐待などの｢人権相談｣だけでなく、家庭関係（夫婦・親子・離婚・ 

扶養・相続）、近隣関係、金銭貸借、借地借家、登記などの｢悩み事相談｣に

も応じています。気軽にご相談ください。 

※予約は不要です。なお相談は無料です。 

 

■特設人権相談 

期  日 １０月５日（水） 

時  間 午前１０時～午後３時 

場  所 ＪＲ三股駅多目的ホール「Ｍ★うぃんぐ」 

相 談 員 
柿原信知、馬場真吾 

※相談員は、変更になる場合があります 

■常設人権相談 

日  時 平日の午前８時３０分～午後５時１５分 

場  所 
宮崎地方法務局都城支局 

（都城合同庁舎５階相談室） 

相 談 員 人権擁護委員・法務局職員 

 

※お問い合わせは、 

・特設人権相談： 総務課 行政係（２階 ⑧番窓口） 

☎：５２－１１１２（直通） 

・常設人権相談：宮崎地方法務局都城支局 

☎：２２－０４９０ にお願いします。 

 

 

 

◆「おもちゃ病院三股」を開設します  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

※お問い合わせは、 

代表：横山健一  ☎：５１－０２４１ または、 

増田親忠  携帯０９０－１９２６－８７８３ にお願いします。 

    
 

◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 

 
社会福祉協議会では、生活上の問題、結婚・離婚・金融上のもめ事や 

介護など、あらゆる相談を受け付けます。 

また電話での相談も行います。 

 

○相談日： 毎週月曜日・水曜日・金曜日 

○時 間： 午前９時～午後５時    

○場 所： 町総合福祉センター「元気の杜」 

 

※お問い合わせは、社会福祉協議会  

☎：５２－１２４６ にお願いします。 

 

期  日 ９月１７日（土）毎月第３土曜日  

時  間 
・開  院 午後１時～５時ごろ 

※受け付けは午後３時までにお願いします。 

場  所 町総合福祉センター「元気の杜」 

注意事項 

・おもちゃ病院三股は、おもちゃを無償で修理します 

（一部、材料費などが掛かることがあります）。ただ

し、破損がひどい物、欠品がある物については、修理

できない場合があります。現物を見て判断しますの

で、ご了承ください。 

・ＡＣ電源で作動させる電化製品・コンピューター製品、 

人を傷つける恐れがある物、水に浮く物（浮輪・ボー

トなど）は修理対象外です。 

⑨ 相 談 


